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規

則

■群
馬
県
立
点
字
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
三
十
一
号

群
馬
県
立
点
字
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（
群
馬
県
立
点
字
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
立
点
字
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
群

馬
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
記
様
式
第
一
号
中

を

年
月

日
性

別
男
・
女

」

「

に
改
め
る
。

年
月

日

」

（
群
馬
県
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
改
正
）

第
二
条

群
馬
県
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
昭
和
五
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「

」

生
年
月
日
・
性
別

・

を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年

月
日

生
年
月
日
及
び
性
別

及
び
生
年
月
日

、

（
群
馬
県
憩
の
森
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

群
馬
県
憩
の
森
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
群
馬
県
規

則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

生
年
月
日
・
性
別

・

「

を
」

電
話
番
号

生
年
月
日

「

に
改
め
る
。

電
話
番
号

」

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ

別
記
様
式
第
二
号
中

生
年
月
日
・
性
別

・

「

を
削
る
。

」

電
話
番
号

別
記
様
式
第
三
号
中

生
年
月
日
・
性
別

・

「

を
」

電
話
番
号

生
年
月
日

「

に
改
め
る
。

電
話
番
号

」

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中

生
年
月
日
・
性
別

・

「

を
削
る
。

」

電
話
番
号

（
群
馬
県
青
少
年
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

群
馬
県
青
少
年
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬

県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

生
年
月
日
・
性
別

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

・
生

年
月

日

（
群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
規
則
第

六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。生

年
月
日
・
性
別

・
生

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

「

生
年

性

」
に
、

を

年
月

日
月
日

別

」

「

生
年

に
改
め
る
。

月
日

」

生
年
月
日
・
性
別

・
生

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

年
月

日

（
群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
群

馬
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

生
年
月
日
・
性
別

別
記
様
式
第
十
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
中
「

・
生
年
月
日

生
年
月
日

」
を
「

」
に
、
「、

」
を
「

」
に
改
め
る
。

及
び
性
別

及
び
生
年
月
日

（
群
馬
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

群
馬
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年

群
馬
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を

生
年
月
日
・
性
別

「

」
に
改
め
る
。

生
年

月
日

（
群
馬
県
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

群
馬
県
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九

年
群
馬
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

生
年
月
日
・
性
別

・
生

年
月

日

「

生
年
月
日

を

連
絡

先
性

別
円

電
話
番
号

」

「

連
絡

先
生
年
月
日

に

電
話
番
号

円

」

改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

・
生

年
月

日

（
群
馬
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

群
馬
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
群
馬
県

規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

生
年
月
日
・
性
別

・
生
年
月
日

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年
月
日
及
び
性
別

及
び
生
年
月
日

、

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「

」

生
年
月
日
・
性
別

・

を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年

月
日

生
年
月
日
及
び
性
別

及
び
生
年
月
日

、

生
年
月
日
・
性
別

・
生

年
月

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
中

日
生
年
月
日
及
び
性
別

及
び
生
年
月
日

、

「

「

生
年
月
日

性
別

郵
便
番
号

生
年
月
日

郵
便
番
号

を

に

改

め

」

」

る
。別

記
様
式
第
六
号
及
び
別
記
様
式
第
七
号
中
「

」

生
年
月
日
・
性
別

・

を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年
月
日

生
年
月
日
及
び
性
別

及
び
生
年
月
日

、

（
ぐ
ん
ま
こ
ど
も
の
国
児
童
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

ぐ
ん
ま
こ
ど
も
の
国
児
童
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年

群
馬
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

代
表
者
氏
名

「

代
表
者
氏
名

氏
名

別
記
様
式
第
一
号
中

を
「

」
に
、
「

」

生
年
月
日
・
性
別

生
年
月
日
・
性
別

氏
名

ま
た

事
実
確
認
に
必

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「、

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を

要
な
情
報
を
申
請
者
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き

あ
り
ま
す

な
お

。
、

加
え
る
。

代
表
者
氏
名

「

改

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
中

を
「

」
に

代
表
者
氏
名

」

生
年
月
日
・
性
別

め
る
。

（
群
馬
県
立
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
十
一
条

群
馬
県
立
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
削
る
。

男
・
女

別
記
様
式
第
三
号
及
び
記
様
式
第
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中

生
年
月
日
・
性
別

・
生

年
月

日

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
立
ゆ
う
あ
い
ピ
ッ
ク
記
念
温
水
プ
ー
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
改
正
）

第
十
二
条

群
馬
県
立
ゆ
う
あ
い
ピ
ッ
ク
記
念
温
水
プ
ー
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
（
平
成
九
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
削
る
。

男
・
女

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中

生
年
月
日
・
性
別

・
生

年
月

日

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

十
年
群
馬
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中

生
年
月
日
・
性
別

・
生

年
月

日
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
聴
覚
障
害
者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

群
馬
県
聴
覚
障
害
者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
十
年
群
馬
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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生
年
月
日
・
性
別

生
年

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

「

、
、

、

」
に
、

を

月
日

」

生
年
月
日
及
び
性
別

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

「
、

、

に
改
め
る
。

」

及
び
生
年
月
日

（
群
馬
県
立
森
林
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

群
馬
県
立
森
林
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
群
馬
県

規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日
・
性
別

・

を

電
話
番
号

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、
、

、
生
年
月
日
及
び
性
別

」

申
請
者

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日

電
話
番
号

に
改
め
る
。

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

、
電
話
番
号

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ
並
び
に
代
表
者
の
住
所

、
、

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
及
び
生
年
月
日

、

」

別
記
様
式
第
二
号
中

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日
・
性
別

・

を

電
話
番
号

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、
、

、
生
年
月
日
及
び
性
別

」

申
請
者

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

に
改
め
る
。

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名
及
び
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、

」

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
中

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日
・
性
別

・

を

電
話
番
号

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、
、

、
生
年
月
日
及
び
性
別

」

申
請
者

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日

電
話
番
号

に
、

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

、
電
話
番
号

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ
並
び
に
代
表
者
の
住
所

、
、

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
及
び
生
年
月
日

、

」

「

「
を

に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

」

」

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
七
号
中

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日
・
性
別

・

を

電
話
番
号

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、
、

、
生
年
月
日
及
び
性
別

」

申
請
者

郵
便
番
号

「

住
所
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フ
リ
ガ
ナ

氏
名

に
改
め
る
。

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名
及
び
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、

」

別
記
様
式
第
八
号
中

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日
・
性
別

・

を

電
話
番
号

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、
、

、
生
年
月
日
及
び
性
別

」

申
請
者

郵
便
番
号

「

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

に
改
め
る
。

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名
及
び
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、

」

（
昭
和
庁
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

昭
和
庁
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
群
馬
県
規
則
第

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

生
年
月

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

日
・
性
別

生
年

月
日

（
群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

五
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

氏
名

「

別
記
様
式
第
一
号
表
中

を
「

」
に
、

氏
名

」

生
年
月
日
・
性
別

「

「

氏
名

を

に
改

使
用
責
任
者

使
用
責
任
者

氏
名

」

生
年
月
日
・
性
別

」

群
馬
県
警
察
本
部

事
実
確
認
に
必
要
な
情
報
を
申
請
者
か
ら
提
供
し

め
、
同
様
式
裏
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

て
い
た
だ
き

群
馬
県
警
察
本
部

あ
り
ま
す

な
お

、
。

、

氏
名

「

氏
名

「

別
記
様
式
第
三
号
中

を

に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

（

）
」

連
絡
先

（

）

」

連
絡
先

氏
名

「

氏
名

「

別
記
様
式
第
四
号
中

を

に
、
「

」

生
年
月
日
・
性
別

群
馬
県
警
察
本
部

（

）
」

連
絡
先

（

）

」

連
絡
先

を
「

」
に
改

事
実
確
認
に
必
要
な
情
報
を
申
請
者
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き

群
馬
県
警
察
本
部

、

め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

あ
り
ま
す

な
お

。
、

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中

氏
名

「

氏
名

「
を

に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

（

）
」

連
絡
先

（

）

」

連
絡
先

別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
中

氏
名

「

氏
名

「

生
年
月
日
・
性
別

群
馬
県
警
察
本
部

事
実
確
認
に
必
要

を

に
、
「

」
を
「

（

）
」

連
絡
先

（

）

」

連
絡
先

」
に
改
め
、
「

」

な
情
報
を
申
請
者
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き

群
馬
県
警
察
本
部

あ
り
ま
す

、
。

の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

な
お
、

別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
十
三
号
中

氏
名

「

氏
名

「
を

に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

（

）
」

連
絡
先

（

）

」

連
絡
先

（
群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年

群
馬
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

「

を

生
年
月
日

年
月

日

（

）

男
・
女

」

「

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中

「
氏

名
性

別
生
年
月
日

を

男
・
女

」

「
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氏

名

に
改
め
る
。

」

（
ぐ
ん
ま
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

ぐ
ん
ま
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め

生
年
月
日
・
性
別

・
生

年
月

日

る
。別

記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を

生
年
月
日
・
性
別

「

」
に
改
め
る
。

生
年

月
日

（
群
馬
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
附
属
見
本
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

群
馬
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
附
属
見
本
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
二
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

氏
名

「

生
年
月
日
・
性
別

・
電
話
番
号

を

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、
、

、
生
年
月
日
及
び
性
別

」
氏

名

「

生
年
月
日

電
話
番
号

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ

に
改
め
る
。

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

、
電
話
番
号

Ｅ
－
ｍ
ａ
ｉ
ｌ
並
び
に
代
表
者
の
住
所

、
、

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
及
び
生
年
月
日

、

」

別
記
様
式
第
二
号
中

氏
名

「

生
年
月
日
・
性
別

・
電
話
番
号

を

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、
、

、
生
年
月
日
及
び
性
別

」

氏
名

「

に
改
め
る
。

法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称

、
、

並
び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名
及
び
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

、

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
三
十
二
号

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
備
考
６
を
削
り
、
備
考
７
を
備
考
６
と
し
、
備
考
８
を
備
考
７
と
し
、
備
考
９
を
備

考
８
と
す
る
。

別
表
第
三
備
考
２
⑷
を
削
る
。

寡
婦

夫
控
除
等
の
み
な
し
適
用
を
申
請
す
る
場
合
は

別
紙
を

別
記
様
式
第
二
十
九
号
中
「

（

）

、

」
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
を
削
る
。

提
出
す
る
こ
と
。

寡
婦

夫
控
除
等
の
み
な
し
適
用
を
申
請
す
る
場
合
は

別

別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
六
中
「

（

）

、

」
を
削
る
。

記
様
式
第
２
９
号
別
紙
を
提
出
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
以
後
の
月
分
の
措
置
費
等
負

担
額
の
認
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
六
月
以
前
の
月
分
の
措
置
費
等
負
担
額
の
認
定
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
入
院
に
要
す
る
費
用
徴
収
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
三
十
三
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
入
院
に
要
す
る
費
用
徴
収
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
入
院
に
要
す
る
費
用
徴
収
規
則
（
昭

和
三
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
三
号
を
削
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
以
後
の
月
分
の
費
用
徴
収
額
の
認
定
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
年
六
月
以
前
の
月
分
の
費
用
徴
収
額
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
三
十
四
号

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平

成
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

※
１
０

自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に
係
る
所
得
の
額
の
計
算
に
お
い
て

寡

様
式
第
四
号
中
「

、

（

）

」
を
削
り
、
同
様

婦
夫

控
除
の
み
な
し
適
用
を
申
請
す
る
場
合
は

別
紙
を
添
付
す
る
こ
と

、
。

式
別
紙
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
様
式
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
三
十
五
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
号
ハ
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
九
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
以
後
の
月
分
の
費
用
徴
収
額
の
認
定
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
年
六
月
以
前
の
月
分
の
費
用
徴
収
額
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
三
十
六
号

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

寡
婦
控
除

「

別
記
様
式
第
三
十
一
号
中
「

（

）

」
を

に
、
「

」

寡
婦

寡
夫

控
除

年
間
収
入

」

ひ
と
り
親
控
除

を
「

」
に
改
め
る
。

年
間
所
得

別
記
様
式
第
三
十
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第３１号の２（規格Ａ４ （第２９条関係））

（表）

個人番号提供書

年 月 日

（宛先）

群馬県知事

（市町村の長又は群馬県住宅供給公社の理事長）

提供者 県営住宅 棟 号

氏 名

群馬県県営住宅管理条例第１９条の規定による申告に当たり、所得証明書類の添付を省略したいの

で、次のとおり行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号を提供します。

記

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

第９９１３号令和３年６月２９日（火） 群 馬 県 報
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第９９１３号令和３年６月２９日（火） 群 馬 県 報
（裏）

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

フリガナ 知事が取得する情報
続柄 □ 地方税関係情報氏 名

□ 身体障害者手帳関係情報
生年月日

□ 精神障害者手帳関係情報

□ 戦傷病者手帳関係情報
住 所

□ 療育手帳関係情報

□ その他（ ）
個人番号

備考

１ 個人番号を提供し、所得証明書類の添付を省略したい方（入居者又は同居者）について記載して

ください。

２ 個人番号の提供により、所得証明書類に代えて知事が取得する情報について、該当する□欄にレ

点を記入してください。

３ 地方税関係情報とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４条第２項第１号の道府県民税

又は同法第５条第２項第１号の市町村民税に関する情報をいう。

４ 身体障害者手帳関係情報とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項

の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報をいう。

５ 精神障害者手帳関係情報とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報をい

う。

６ 戦傷病者手帳関係情報とは、戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条第１項の

戦傷病者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報をいう。

７ 療育手帳関係情報とは、群馬県療育手帳に関する規則（平成２７年群馬県規則第７４号）第４条

第１項の療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報をいう。
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「

別
記
様
式
第
三
十
二
号
中

を

控
除
の
種
類

人
員

控
除
額

」

「

「

「

控
除
の
種
類

人
員

控
除
額

寡
婦

夫
寡
婦

（

）

に
、

を

給
与
所
得
者
等

ひ
と
り
親

」

」

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
三
号
表
中
「

（

）

」
を
「

」

寡
婦

寡
夫

控
除

寡
婦
控
除

ひ
と
り
親
控
除

、

障
害
者
手
帳
の
写
し

所
得
課
税
証
明
書
等

裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

寡

に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

、
。

（

）

（

）
」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
中

婦
寡
夫

又
は
非
婚
の
母

非
婚
の
父

寡
婦
又
は
ひ
と
り
親

「

（

）

（

）
」
を
「

」
に
、

寡
婦

寡
夫

又
は
非
婚
の
母

非
婚
の
父

寡
婦
又
は
ひ
と
り
親

・
寡
婦

寡
夫

所
得
課
税
証
明
書

「

（

）

を

（

）

」

・
非
婚
の
母

非
婚
の
父

戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
又
は
住
民
票
の
写
し

・
寡
婦
・
ひ
と
り
親

所
得
課
税
証
明
書

コ
ピ

が
コ
ピ

保
険
者
番
号
及

「

」
に
、
「

」
を
「

（

ー
ー

）

」
に
改
め
る
。

び
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
を
見
え
な
い
よ
う
に
コ
ピ

し
た
も
の

が
ー

「

「

同
居
・
扶
養
親
族

給
与
所
得
者
等

老
人
扶
養
親
族

同
居
・
扶
養
親
族

特
定
扶
養
親
族

老
人
扶
養
親
族

障
害
者

特
定
扶
養
親
族

別
記
様
式
第
三
十
四
号
中

を

に

改

め

特
別
障
害
者

障
害
者

寡
婦

夫
特
別
障
害
者

（

）

寡
婦

ひ
と
り
親

」

」

る
。別

紙
様
式
第
三
十
五
号
中

「

老
人
扶
養
親
族
の
氏

１
６
歳
以
上
２
３
歳
未
満

寡
婦

夫
の

（

）

（

）

を

名
７
０
歳
以
上

の
扶
養
親
族
の
氏
名

氏
名

」

「

老
人
扶
養
親
族
の

１
６
歳
以
上
２
３

寡
婦
の
氏
名

ひ
と
り
親

氏
名

７
０
歳
以

歳
未
満
の
扶
養
親

の
氏
名

（

住
民

に
改
め
、
「

上
族
の
氏
名

）

」

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

票
の
写
し

「

別
記
様
式
第
四
十
五
号
中

を

控
除
の
種
類

人
員

控
除
額

」

「

「

「

控
除
の
種
類

人
員

控
除
額

寡
婦

夫
寡
婦

（

）

に
、

を

給
与
所
得
者
等

ひ
と
り
親

」

」

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
六
号
中

「

を

同
居
・
扶
養
親
族

」

「

給
与
所
得
者
等

に
、

同
居
・
扶
養
親
族

」

「

（

）

を

寡
婦

夫

」

「

寡
婦

に
改

ひ
と
り
親

」

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正

前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
県
営
住

宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と

き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第９９１３号令和３年６月２９日（火） 群 馬 県 報



11

第９９１３号令和３年６月２９日（火） 群 馬 県 報

告 示■

◎群馬県告示第２０２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和３年６月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 高崎渋川線 高崎市金古町字愛宕２１０８番の１地先から同市同字同 令和３年６月２９日
２１１１番の１地先まで

高崎市金古町字北十三町１４６番の１地先から同市同字
町裏１５０番の２地先まで

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により県営佐波新田用水第１土地改良事業計画

を定めたので、同条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和３年６月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和３年６月３０日から同年７月３０日まで

３ 縦覧に供する場所 伊勢崎市役所及び太田市役所
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教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

渡

辺

郁

美

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

（
群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六

年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

生
年
月
日
・
性
別

・

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年

月
日

（
群
馬
県
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

群
馬
県
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
群
馬
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
、

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

「

「

生
年
月
日

を

に

生
年
月
日

性
別

」

」

改
め
、
「
（

）
」
を
削
る
。

男
人
・
女

人

（
群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二

年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

（
群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
天
文
台
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
天
文
台
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
群

馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

（

）
」
生
年
月
日
・
性
別

男
・
女

い
ず
れ
か
に
○

法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称
並
び
に

「

、
、

を
「

」
に
、

を

生
年

月
日

代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

生
、

、
、

」

年
月
日
及
び
性
別

法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称
並
び
に

「

、
、

に
、

代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
及
び

、
、

」

生
年
月
日

「

（

）

を

生
年
月
日

性
別

男
・
女

い
ず
れ
か
に
○

」

「

に
改
め
る
。

生
年
月
日

」

別
記
様
式
第
三
号
中
「

（

）
」

生
年
月
日
・
性
別

男
・
女

い
ず
れ
か
に
○

法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称
並
び
に

「

、
、

を
「

」
に
、

を

生
年

月
日

代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

生
、

、
、

」

年
月
日
及
び
性
別

法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称
並
び
に

「

、
、

に
改
め
る
。

代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
及
び

、
、

」

生
年
月
日

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公安委員会規則■

交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年６月２９日

群馬県公安委員会委員長 石 田 弘 義

群馬県公安委員会規則第８号

交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則

交番の名称等に関する規則（昭和３７年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

別表の１の表館林警察署の部朝日野同の項中「飯野」の次に「、西岡、除川、細谷、西岡新田、大荷場、大曲、

離」を加える。

別表の２の表館林警察署の部西岡同の項を削る。

附 則

この規則は、令和３年７月１日から施行する。

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


